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３．利用目的による制限（ガイドライン第６条） 

[ガイドライン] 

第６条 電気通信事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。  

第２項 電気通信事業者は、合併その他の事由により他の電気通信事業者から事業を承継する

ことに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における

当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものと

する。  

第３項 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令に基づく場合  

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。  

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。  

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

第４項 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者は、同項各号に掲げる場合であっても、利用

者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、前条の規定により特定

された利用目的の達成の範囲を超えて、通信の秘密に係る個人情報を取り扱わないものとす

る。 

 

（第６条の解説） 

(1) 本条は、電気通信事業者に対して、個人情報の取扱いを利用目的の達成に必要な範囲内に

限ることにより、無限定な個人情報の取扱いを排除することを通じて、本人の権利利益侵害を

防止しようとするものである。 

「個人情報の取扱い」とは、個人情報に関する一切の行為を含む概念であることから、何が

「必要な範囲」かについては、様々な側面からこれを判断する必要がある。すなわち、個人情報

の取扱いの手段、方法はもちろん、取り扱う個人情報の内容、量等についても、必要な限度を

超えないことが必要である。したがって、利用目的に照らして過剰な個人情報の取得も本条に

よって規制されることになる。例えば、加入者の本人確認のために、加入者の収入や学歴等は

必要とはいえず、取得は制限される。 

(2) 合併や営業譲渡などにより事業の承継があった場合、通常その承継資産には顧客情報等の

個人情報が含まれると考えられ、必然的に個人情報が移転する。この場合において、事業を承

継した電気通信事業者が自由に利用目的を設定することとなれば、本人にとって不測の権利

利益の侵害が生じるおそれが高まることとなる。このため、合併その他の事由により他の電気
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通信事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合には、事業承継後にお

いても、本人の同意なく当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて

取り扱ってはならないこととする。 

(3) 電気通信事業者が取得した個人情報については、電気通信サービスの円滑な提供のため、

又は本人の利益や社会公共の利益のために目的外利用が要請される場合もあるので、そうし

た場合を目的外利用の禁止の例外として第３項各号に定めている。 

なお、同項各号に該当する場合の本人の同意なき個人情報の目的外利用については、個人

情報保護の要請が特に高い電気通信事業者としては、本人の同意を得ずに目的外利用を行う

ことが真に必要であると慎重に判断した上で行うこととすべきである。 

なお、本項各号の規定により目的外で利用する必要性がある場合の多くは、個人情報を第三

者に提供する必要性がある場合と想定されることから、第１項の「本人の同意」の趣旨及び本

項各号の規定内容の趣旨については、第１５条の解説を参照されたい。 

(4) 第４項の規定は、第３項各号の規定の適用がある場合であっても、個人情報が通信の秘密に

も該当する場合には、通信当事者の同意なき利用は、違法性阻却理由がある場合を除き許さ

れないことについて念のため確認する趣旨の規定である。 

 
電気通信事業者が契約の際に取得した個人情報を別のサービスの案内に利用

する場合、次のような点に注意する必要がある。 

 個人情報の利用目的として他のサービスの案内に利用することを定めるこ

とは可能であるが、契約の時点でその利用目的を定めていなかった場合には、

他のサービスの案内に利用することについて本人の同意を得る必要があるこ

と。 

 電気通信事業者は、本人との間で契約を結ぶことに伴って、契約書などの書

面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対してその利用目的を

明示することとされている。（ガイドライン第８条第２項）契約の際に取得し

た個人情報を他のサービスの案内に利用すること自体は可能であるが、その

場合には、電気通信事業者は、個人情報の取得前に、本人に対してその旨を

明確に示すことが必要であること。 


